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に
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す
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に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
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近
藤
三
津
枝
君
提
出
緊
急
事
態
に
対
す
る
現
行
憲
法
の
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

憲
法
第
四
十
五
条
本
文
は
衆
議
院
議
員
の
任
期
を
四
年
、
憲
法
第
四
十
六
条
は
参
議
院
議
員
の
任
期
を
六
年
と
規
定
し
て

お
り
、
ま
た
、
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
場
合
、
憲
法
第
四
十
五
条
た
だ
し
書
は
衆
議
院
議
員
の
任
期
は
そ
の
期
間
満
了
前
に

終
了
し
、
憲
法
第
五
十
四
条
第
一
項
は
解
散
の
日
か
ら
四
十
日
以
内
に
総
選
挙
を
行
う
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
憲
法
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
御
指
摘
の
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙

期
日
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
号
）
の
よ
う
な
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
に
よ
り
「
国
政
選

挙
の
選
挙
期
日
を
延
期
す
る
と
と
も
に
、
国
会
議
員
の
任
期
を
延
長
す
る
こ
と
」
は
、
で
き
な
い
も
の
と
考
え
る
。


